
Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
第１章〜第 14 章 （略） 
 
 
 
 料⾦表 
 通則 
 １〜25 （略）   
 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額利⽤料及びその他のサービスの料⾦を除きます｡) 
 
   第１〜第２（略） 
 
  第３ 通信料 
    １ 適⽤ 

  
 
 
   第４〜第５（略） 
 
 
 第２表〜第７表 （略） 
 
 別表１〜別表９ （略） 
 

 
 
    附 則（平成 27 年８⽉ 11 ⽇経企第 930 号） 

通信料の適⽤ 
（略） （略） 
(8)の３ データ 
定額パックに係 
るデータ定額共 
有 

ア〜セ （略） 
ソ データ定額共有における(8)の２のケ⼜は(8)の２のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者に
限り⾏うことができます。 

ただし、(8)の２のシに規定する１ＧＢ加算オプションに係る申出は、共有代表回線に係る契約者があらか
じめ同意している場合に限り、共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタス⼜はＸｉユビキタスに係るものを除きま
す。）に係る契約者から⾏うことができます。この場合において、その申出を⾏う契約者が未成年であるときは、
その契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意が必要となる場合があります。 
タ〜ネ （略） 

（略） （略） 

 
第１章〜第 14 章 （略） 
 
 
 
 料⾦表 
 通則 
 １〜25 （略）   
 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額利⽤料及びその他のサービスの料⾦を除きます｡) 
 
   第１〜第２（略） 
   
   第３ 通信料 

１ 適⽤ 

 
 
 
   第４〜第５（略） 
 
 
 第２表〜第７表 （略） 
 
 別表１〜別表９ （略） 
 

通信料の適⽤ 
（略） （略） 
(8)の３ データ 
定額パックに係 
るデータ定額共 
有 

ア〜セ （略） 
ソ データ定額共有における(8)の２のケ⼜は(8)の２のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者に
限り⾏うことができます。 
 
 
 
タ〜ネ （略） 

（略） （略） 



  （実施期⽇） 
 １ この改正規定は、平成 27 年８⽉ 19 ⽇から実施します。 
  （経過措置） 
 ２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＸｉサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりとしま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
第１章〜第 14 章 （略） 
 
 
 
 料⾦表 
 通則 
 １〜25 （略）   
 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額利⽤料及びその他のサービスの料⾦を除きます｡) 
 
   第１〜第２（略） 
 
  第３ 通信料 
    １ 適⽤ 

  
 
 
   第４〜第５（略） 
 
 
 第２表〜第７表 （略） 
 
 別表１〜別表 10 （略） 
 

 
 
    附 則（平成 27 年８⽉ 11 ⽇経企第 930 号） 

通信料の適⽤ 
（略） （略） 
(7)の４ データ 
通信モードの定 
額通信料に係る 
のデータ定額共 
有 

ア〜セ （略） 
ソ データ定額共有における(7)の３のケ⼜は(7)の３のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者に
限り⾏うことができます。 

ただし、(7)の３のコに規定する１ＧＢ加算オプションに係る申出は、共有代表回線に係る契約者があらか
じめ同意している場合に限り、共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタス⼜はＸｉユビキタスに係るものを除きま
す。）に係る契約者から⾏うことができます。この場合において、その申出を⾏う契約者が未成年であるときは、
その契約者の親権者⼜は後⾒⼈の同意が必要となる場合があります。 
タ〜ネ （略） 

（略） （略） 

 
第１章〜第 14 章 （略） 
 
 
 
 料⾦表 
 通則 
 １〜25 （略）   
 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額利⽤料及びその他のサービスの料⾦を除きます｡) 
 
   第１〜第２（略） 
   
   第３ 通信料 

１ 適⽤ 

 
 
 
   第４〜第５（略） 
 
 
 第２表〜第７表 （略） 
 
 別表１〜別表 10 （略） 
 

通信料の適⽤ 
（略） （略） 
(7)の４ データ 
通信モードの定 
額通信料に係る 
のデータ定額共 
有 

ア〜セ （略） 
ソ データ定額共有における(7)の３のケ⼜は(7)の３のコに規定する申出は、共有代表回線に係る契約者に
限り⾏うことができます。 
 
 
 
タ〜ネ （略） 

（略） （略） 



  （実施期⽇） 
 １ この改正規定は、平成 27 年８⽉ 19 ⽇から実施します。 
  （経過措置） 
 ２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおり
とします。 
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